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長野県告示第306号

　令和３年６月17日、長野県議会定例会を長野市に招集します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

財　政　課

長野県告示第307号

　農林水産大臣から、次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30

条の規定により告示します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保安林予定森林の所在場所

　　伊那市高遠町長藤2179 の８から 2179 の 10 まで、2179 の 19、2179 の 20、2179 の 78

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備
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森林づくり推進課

長野県告示第308号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　松本市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　松本市（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

		（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び松本市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

森林づくり推進課

建設政策課

３　指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

		（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び伊那市役所に備え置いて縦覧に供する。）

長野県告示第309号

　国土交通省国土地理院長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定による基本測量を終了し

た旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

　　基本測量（国土広域情報　修正）

２　作業期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

３　作業地域

　　長野県全域
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長野県告示第310号

　国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用す

る同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（基準点測量）

２　作業期間

　　令和３年５月６日から令和３年６月１日まで

３　作業地域

　　中野市

建設政策課

長野県告示第311号

　国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する

同法第14条第１項の規定による公共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（航空レーザ測量）

２　作業期間

　　令和３年５月６日から令和４年３月18日まで

３　作業地域

　　北安曇郡小谷村

建設政策課

長野県告示第312号

　佐久穂町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公

共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（航空写真撮影）

２　作業期間

　　令和３年４月21日から令和３年９月30日まで

３　作業地域

　　南佐久郡佐久穂町

建設政策課

長野県告示第313号

　御代田町長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定による公

共測量を実施する旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（２級・３級基準点　座標補正）
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建設政策課

長野県告示第314号

　松本市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（道路台帳図補正更新）

２　作業期間

　　令和２年８月13日から令和３年３月24日まで

３　作業地域

　　松本市

建設政策課

長野県告示第315号

　佐久市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量（数値地形図）

２　作業期間

　　令和２年７月３日から令和３年３月26日まで

３　作業地域

　　佐久市

２　作業期間

　　令和３年４月23日から令和３年６月30日まで

３　作業地域

　　北佐久郡御代田町

建設政策課

長野県告示第316号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

ましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　塩尻都市計画　区域区分（市街化区域及び市街化調整区域）

２　都市計画を定める土地の区域

　(1)	市街化区域

　　　平成29年長野県告示第204号で定めた塩尻都市計画市街化区域に塩尻市大字広丘野村の一部を加える

　(2)	市街化調整区域

　　　塩尻都市計画区域のうち市街化区域を除く区域

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課及び塩尻市役所
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都市・まちづくり課

長野県告示第317号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

ましたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　塩尻都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を定める土地の区域

　　塩尻都市計画区域

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課及び塩尻市役所

都市・まちづくり課

公告

　登録販売者試験を次のとおり実施します。

　　令和３年５月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　試験日時

　　令和３年９月９日（木）　午後０時30分から午後５時15分まで

２　試験場所

試験	
地区

試　　　験　　　会　　　場

佐久

伊那

松本

長野

長野県立武道館

伊那商工会館

ＪＡ南信会館

松本市勤労者福祉センター

松本市中央公民館

ＪＡ長野県ビル

長野ターミナル会館

（佐久市猿久保165- １）

（伊那市中央4605- ８）

（伊那市狐島4381）

（松本市中央４-７-26）

（松本市中央１-18- １）

（長野市南長野北石堂町1177- ３）

（長野市中御所岡田178- ２）

３　試験科目

　(1)	薬事に関する法規と制度

　(2)	医薬品に共通する特性と基本的な知識

　(3)	人体の働きと医薬品

　(4)	主な医薬品とその作用

　(5)	医薬品の適正使用と安全対策

４　受験手続

　(1)	提出書類

　　ア　受験願書

　　イ　写真１枚（出願前６月以内に撮影した正面向き、脱帽、上半身像の縦4.5 センチメートル、横3.5 センチメートルのもの）

　(2)	受験手数料

　　　15,300円（長野県収入証紙により納付してください。）


